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愛媛県総合運動公園補助競技場

主 管 一般社団法人愛媛県サッカー協会　１種委員会

日 程 等 １回戦5試合 ４月8日（日） 会場： 松山市北条SC陸上競技場・球技
場

大　　　会　　　要　　　項

大 会 名 称 第５4回全国社会人サッカ－選手権大会　愛媛県大会

主 催 一般社団法人愛媛県サッカー協会　愛媛県社会人サッカー連盟

1回戦1試合
準々決勝３試合

4月15日（日）
北条のみナイター

会場： 伊予市しおさい公園　競技場
松山市北条SC球技場

代表決定戦2試合 6月17日（日） 会場： 桜井海浜ふれあい広場サッカー場

準々決勝１試合

参 加 資 格（１）（公財）日本サッカ－協会及び、全国社会人サッカ－連盟に加盟登録され
た第１種のチーム（準加盟チームを含む。）であること。ただし、Ｊリー
グ、ＪＦＬ、大学及び高専連盟への加盟チームは出場できない。

5月6日（日） 会場：

（２）平成30年度の加盟団体登録及び会費納入を（一社）愛媛県サッカー協会の
指定する期日までに完了できること。

（３）本大会に出場する選手は、上記（１）のチ－ムに登録されている選手であ
ること。なお、本大会では同一選手が二つ以上のチ－ム に登録する事は出
来ない。

（6） 副審を行える有資格審判員（3級以上）を２名帯同できること。

（7） 大会運営（会場設営及び後片付け・記録等）に協力できるチームであるこ
と。

参 加 料 及
び 諸 経 費

（１）愛媛県大会の参加料は１チーム18,000円とし、組合せ抽選時に納入する
こと。

（２）本大会等に参加するための諸経費（交通費・宿泊費等）は参加チームの負
担とする。

競 技 方 法（１）大会はトーナメント方式で勝敗を決定する。

（２）試合時間は、８０分（４０分ハーフ）とし、勝敗の決しない場合はＰＫ方
式にて次戦への進出チームを決定する。
ハーフタイムは１０分間とする。

競 技 規 則（１）ルールは（公財）日本サッカー協会制定の競技規則によるものとする。

（２）本大会に出場できる選手は、「選手エントリー表」に登録された選手に限
る。

（３）１チームの選手登録は２5名までとし、１試合の交替は試合開始前に通告
した最大５名の中から主審の許可を得て5名まで交替することができる。

（４）本大会において退場を命じられた選手は、自動的に次戦の公式試合の出場
停止とし、以後の処置については本大会の規律委員会及び（一社）愛媛県
サッカー協会規律フェアプレー委員会の裁定に従うものとする。

（５）本大会期間中累積警告が２回となった選手は、自動的に次戦の出場停止と
する。

（６）累積された警告での出場停止処分は、本大会終了時をもって効力を失う。

（4） 外国籍選手は３名までエントリーを認め、３名が出場できる。

（5） 都道府県予選から全国大会に至るまでに、同一選手が異なるチームへ移籍
後、再び同一大会に参加することはできない。
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「大会参加申込み書」提出期限　

平成３０年３月9日（金）17時　必着

《注》 １）

２）

「選手エントリー表」期限

平成３０年４月3日（火）１７時　締切

《注》 １）

２）

３）

10

全ての試合において、各チームの登録選手は、（公財）日本サッカー協会
発行の登録証・登録選手一覧のいずれかを試合会場に必ず持参し、当日の
メンバー提出用紙と同時に提出のこと。WEB登録システム「KICKOFF」
から出力する場合は、カラー印刷し、持参すること。なお、顔写真の貼り
付けをし、顔の認識ができるものでなければならない。

ストッキングの上にテープやバンテージを巻く、あるいはアンクルサポー
ター等を着用する場合、そのテープ等の色はストッキングの色と同じもの
に限る。

参加申込等 所定の「大会参加申込み書」（（一社）愛媛県サッカー協会HP参
照）に必要事項を入力の上、期日までに下記内容を遵守して申しこ
むこと。

（１）

（７）フィールドに設置されているベンチについては「メンバー提出用紙」にあ
らかじめエントリーされた役員及びスタッフ６名並びに、交代選手５名の
１１名が着席できる。

（８）

電子メール（添付ファイル）で申し込むこと。

メールアドレス　efa@mocha.ocn.ne.jp
※（一社）愛媛県サッカー協会１種委員会で受信確
認ができ次第チームへ電子メールにて返信連絡をし
ます。
上記以外による申込み及び期限後の申込みは
一切受付けない。

（２）

参加チームは、（公財）日本サッカー協会ＷＥＢ登
録システム「ＫＩＣＫＯＦＦ」にてにて必要事項を
記入の上、参加手続きを行うこととする。

期間　平成30年3月26日(月)15時～4月3日(火)17時

期限日までに手続きがない場合は棄権扱いとし、翌
年の参加は認めない。

期限日を過ぎてからの変更は一切認めない。

参加チーム
数等

本大会の参加チーム数は最高１2チームとし、その中から愛媛県代表２チーム
を決定する。代表2チームのうち、前年度上位リーグ所属チームを第1代表と
する。
申し込みチーム数が１2チームを超えた場合は、申し込み締め切り後に（一
社）愛媛県サッカー協会責任抽選のもとで１2チームを選考し、申し込みの
あったメールアドレスに通知します。ただし、前年度の同大会で愛媛県代表
となったチームから申込みがあったときは、そのチームは抽選を行わず参加
を認めることとします。

（９）チームが棄権或いは試合開始時間に遅れた場合は不戦敗扱いとする。この
場合、当該チームは来年度の本大会には出場できないものとし、その処置
については本大会規律委員会が裁定する。

ユニフォームに他のチーム（各国代表、プロクラブチーム等）のエンブレ
ム等が付いているものは、着用できない。

（１０）ユニフォームは（公財）日本サッカー協会ユニフォーム規定に従い、正副
２組の異色のユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング、GK共）
を用意すること。
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11 平成３０年３月１７日（土）　　　１９：００～

　　　 愛媛県生涯学習センター　第4・５研修室

松山市上野町甲６５０　　　TEL 089-963-4526

＊ 

12

組合せ抽選

参加チ－ムの代表者による公開抽選を行います。この場合、前年度の戦
績・所属リーグ等から（一社）愛媛県サッカー協会１種委員会がシード
チームとして認めたチームについては、準々決勝からの出場等とします。

（4） 愛媛県代表となった２チームは、地域大会（７月２１、２２日に徳島県で
開催予定）への出場資格及び義務を有し、地域大会代表チームについて
は、全国大会（１０月１９日から茨城県で開催予定）への出場資格及び義
務を有する。

以　上

そ の 他（１）本大会要項に違反と認めたチ－ムについては、本大会規律委員会の決定事
項に従うこと。

（２）大会期間中の負傷及び事故の処置は、当該チ－ムが負うものとし、大会参
加者はスポ－ツ傷害保険等に加入しておくことが望ましい。

（３）1回戦～準々決勝では、各チームの試合前後に副審（帯同審判員）1名と記
録員（本部補助員）1名の配置を割り当てをする。
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